
学外施設の借上げ手続き

学外施設を会場として使用する場合の手続きについては、以下に注意して行って下さい。

1. 施設の予約
　予約は、各部門の代表（担当）者名で行って下さい。使用料は大学が「後納振込」で支払います。予約の際に、①後払いが可能か、②振込での支払いが可能かを確認してください。万が一、後納振込が不可の場合でも、自分たちで使用料は絶対に支払わず、学生相談係に相談してください。また、請求書の宛名は個人名ではなく、「金沢大学」とするよう受付の方に伝えてください。
予約完了後、「使用許可証」等、予約の完了を証明する書類が発行されますが、この許可証等の書類は大学が各施設に使用料を支払う際に必要な種類となりますので大事に保管してください。

2. 請求書等の提出
　使用を予約した施設から請求書が郵送等で届きます。請求書が届いた際は、「使用許可証」等と合わせて、速やかに学生相談係に提出してください。提出が遅れて納付期限が超過することがないよう注意してください。
　

【注意事項】
· 会場で宿泊を兼ねる場合、宿泊費は大学から支払えませんので、各自で負担してください。また、請求書・領収書等の書類についても、宿泊費が含まれない形で発行してもらってください。
· 請求書・領収書の様式は問いません。各施設の都合のよい様式で提出してください。
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